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第８ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処 

・特定空家等については、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、早急な対応が求めら

れているため、本計画の基本的な方針においても、その対策を重点課題と位置付

けています。 

・そのため、空家法を効果的に活用し、特定空家等の所有者等の特定を迅速化する

とともに、所有者等へ段階的な指導等を行うことで主体的な問題解決を促します。 

・特定空家等の所有者等への指導については、これまでの老朽危険家屋対策の経験

を踏まえ、区役所の相談窓口で相談・通報を受け付け、現場確認や所有者調査、

空家所有者等への情報提供、助言・指導等を適切に行います。 

・区役所及び関係局が、特定空家等への対応開始から解決に至るまで相互に連携す

ることで迅速な問題解決を図ります。 

 

１．空家所有者等への指導等 

・特定空家等の所有者等に対しては、空家法を効果的に活用し、情報提供や助言

を交えながら、段階的に指導を強化することで自主的な改善を促していきます。 

・また、改善がみられないもので、特に必要であると認められるときには、行政

処分（命令、行政代執行）による是正措置を行います。 

（１）空家法の効果的な活用 

 保安上危険以外の分野の対応 

・保安上危険以外の次の分野の特定空家等については、所有者等への情報提供・

助言等（空家法第 12条）を行うことで、所有者等と近隣住民や関係機関との

協力体制を築いて、自主的な改善に導くことを基本とします。 

衛生上有害・・・・・ごみの放置による臭気、虫の発生など 

景観阻害・・・・・・周囲の景観と著しく不調和など 

生活環境上不適切・・立木のはみ出し、住みついた動物など 

・ただし、自主的な改善が進まず、助言・指導（空家法第 14条第１項）以降の

段階へ指導を進めるべき特定空家等については、各区役所が事案の解決に必

要な関係局（健康局・都市計画局（景観担当）・環境局・消防局・建設局等）

と対策チームを組織し、実態に応じ役割分担して、空家法に基づく対応を行

います。 

 

 税情報の利用 

・空家所有者等が不明であると指導等ができないため、対策が非常に困難にな

ります。空家法により利用可能となった固定資産税の課税情報を活用し、所

有者調査に重点的に取り組み、所有者等の特定の迅速化と不明率の低減を図

ります。 

 

 固定資産税等の住宅用地特例の解除 

・固定資産税等の住宅用地特例の解除を伴う勧告を行うことで、空家を残すこ
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との税制上の優遇をなくし、自主的な改善を効果的に促します。 

    

 国のガイドラインの活用 

・国は、空家法の規定に基づき、「『特定空家等に対する措置』に関する適切な

実施を図るために必要な指針」（以下「ガイドライン」という。）を定めてお

り、特定空家等の判断や各種手続きについては、このガイドライン等に従い

ます。 

 

 協議会に専門部会を設置 

・これまでの実績が乏しい衛生上有害・景観阻害・生活環境上不適切な空家法

の空家等を空家法第 14条第１項に基づいて、特定空家等としての助言・指導

するかどうかの判断が困難な場合や、固定資産税等の住宅用地特例の解除を

伴う空家法第 14条第２項に基づく勧告を行う場合には、空家法第７条の協議

会に設ける有識者で構成される専門部会に諮り、全市的な判断の妥当性や統

一性を確保します。 

 

（２）段階的な指導等の強化 

・情報提供・助言等（空家法第 12条）、助言・指導（空家法第 14条第１項）及

び固定資産税等の住宅用地特例の解除を伴う勧告（空家法第 14条第２項）と

段階的に指導を強化し、所有者等と意思疎通を図りながら自主的な改善を促

します。 

・段階的な指導の強化にあたっては、各段階における標準的な指導の期間を定め

るとともに、特に危険度の高い特定空家等への指導については、各区役所で統

一して定めた指針に基づき、所有者等に対して勧告を行います。 

・それでも改善がみられず、特に必要であると認められるときには処分（空家法

第 14 条第３項による命令、空家法第 14 条第９項による行政代執行）による

是正措置を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 段階的な指導等の強化の流れ 
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ア 現地調査・所有者調査について 

・相談窓口に相談・通報による特定空家等の情報が寄せられれば、職員が現

地の確認（外観調査）を行います。 

・空家法の空家等の所有者等の調査については、登記簿、住民票及び戸籍謄

本、固定資産税の課税情報等を利用して調査を行い、所有者等の特定に努

めます。 

・必要に応じて、近隣の方の聞き取り調査や立入調査を行い、問題となってい

る箇所の確認や空家であるか等の確認、所有者等の特定に関する情報の確

認等を行います。 

 

イ 空家法の空家等についての情報提供・助言等（空家法第 12条） 

・所有者等の中には、遠方に居住しており、現地の状況を把握していない場合

や近隣が迷惑していることに気づいていない場合があり、空家法第 12条に

より、情報の提供や助言等を行うことによって、自主的な改善を促します。 

・助言等を受けた所有者等からの相談については、内容に応じて各種専門家

団体等の窓口案内を行います。 

 

ウ 特定空家等についての助言・指導（空家法第 14条第１項） 

・空家法第 12条の情報提供・助言等を行ったにもかかわらず、状態が改善さ

れないと認められるものについては、国のガイドラインで示された「特定

空家等」の判断の参考となる基準（図 15参照）に基づき、(ｲ)保安上危険、

(ﾛ)衛生上有害、(ﾊ)景観阻害、(ﾆ)生活環境上不適切な特定空家等に判別し

ます。 

・特定空家等のうち、周辺への影響や危険度の切迫性などを総合的に判断し

て、必要と認められるものについて、必要な措置をとるよう助言・指導しま

す。 

・総合的な判断が困難な場合には、専門部会に諮り判断します。なお、(ｲ)の

保安上危険の総合的な判断については、図 16の判定表を使用して判断しま

す。 

・空家等の適切な維持管理は所有者等の責務であるため、粘り強く助言・指導

をくり返し、自主的な改善を促します。 

・特定空家等の判断となる分野が(ｲ)から(ﾆ)の複数の項目に該当する場合に

は、項目ごとにその事由などを示し、一括して助言・指導を行います。 

・(ﾛ)、(ﾆ)分野の特定空家等については、(ｲ)、(ﾊ)よりも早急の対応が必要に

なる場合があるなど、 各分野によって、助言・指導等を行う期間が異なる

ことにも留意します。 

 

エ 特定空家等についての勧告（空家法第 14条第２項） 

・空家法第 14条第１項の助言・指導に従わないもののうち、必要と認められ
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るものについては、専門部会にその妥当性を諮り勧告します。 

・ただし、緊急を要する場合や助言・指導の段階で既に専門部会に諮っている

ものについては、省略することができることとします。 

・専門部会には、各分野で判断材料となる資料を提示します。 

（例：状況写真、周辺状況、(ｲ)の保安上危険の判定表（図 16参照）、近隣ヒ

アリング状況、臭気レベル測定値、指導履歴、過去の事例集 等） 

・複数の項目について助言・指導している特定空家等を勧告する場合には、勧

告に至る項目のみを対象とします。 

・また、複数項目について勧告する場合には、項目ごとに適切な措置の期限を

定めます。 

・勧告による固定資産税等の住宅用地特例の解除の効果によって、自主的な

改善が期待できる場合には、勧告を繰り返します。 

 

オ 固定資産税等の住宅用地特例の解除 

・勧告した場合、当該敷地については、固定資産税等の住宅用地特例の適用を

解除します。ただし、改善措置がなされた場合は、固定資産税等の住宅用地

特例の適用の対象とします。 

 

カ 特定空家等についての命令（空家法第 14条第３項） 

・空家法第 14 条第２項に基づく勧告をしたもののうち、正当な理由がなく 

その勧告に係る措置をとらないものについては、周辺生活環境への影響や

空家所有者等の指導等に対する反応などを総合的に判断し、特に必要があ

ると認める場合には、空家法第 14条第３項に基づく命令を行います。 

 

キ 特定空家等への行政代執行（空家法第 14条第９項） 

・空家法第 14 条第３項に基づく命令を履行しないとき、履行しても十分で 

ないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときには、

空家法第 14条第９項に基づき行政代執行を行います。 

・行政代執行は、最終手段であり、本来は所有者等の責務において適切に対応

されるものであるが、特に周辺への影響が大きく第三者に危害を及ぼすお

それがあるなど、緊急性が高い場合で所有者等が命令に応じない場合に行

うこととしています。 

 

２．所有者等不明物件への対応 

・登記簿や住民票、戸籍謄本、固定資産税の課税情報等を利用して調査を行って

も、所有者等が判明せず、対応に苦慮する場合があります。 

・このように様々な手段を講じても所有者等を確知できず、空家等の適切な管理

のための措置を求める相手が存在しない場合には、売却の可能性等について検

討のうえ、財産管理人の選任等について裁判所と協議し、選任が可能で効果的
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なものについて、本市が利害関係人となって財産管理制度を活用します。 

・なお、土地所有者等に財産管理制度を紹介し、解決に向けて制度を活用される

場合には、本市はその取組状況を確認します。 

・また、特に必要があると認めるときは、空家法第 14 条第 10 項による略式代執

行による対応を進めます。 

・その場合の略式代執行の費用の回収についても、財産管理人の選任等が効果的

なものは、財産管理制度の活用を検討し対応を進めます。 

 

 ３．空家法以外の法律等に基づく対応 

・ごみ等を自宅内又はその周辺に溜めこんで、悪臭や害虫等により周辺の生活環

境が著しく損なわれている状況にある、いわゆる「ごみ屋敷」については、「大

阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例（ごみ

屋敷条例）」に基づいて原因者に指導等を行います。 

・空家法の空家等に該当しない住家や一部住戸に居住世帯のある長屋の空家など

で、そのまま放置すれば倒壊等の危険がある建物については、引き続き、都市

計画局が建築基準法に基づいて建物の所有者等を調査し、指導等を行います。 

・今にも瓦や外壁が落下し、通行人への危害が想定される場合等の人的危険性が

ある緊急の場合においては、消防局により危害の排除を行うとともに、大阪市

管理道路上に瓦や外壁が落下している場合等においては、建設局により瓦れき

の撤去やカラーコーン等の設置による注意喚起を実施する等の対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 空家法以外の法律等に基づく対応の流れ 

凡例 既存の取組みを示す
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及
ぼ

し
て

い
る

。

敷
地

外
に

動
物

の
毛

又
は

羽
毛

が
大

量
に

飛
散

し
、

地
域

住
民

の
日

常
生

活
に

支
障

を
及

ぼ
し

て
い

る
。

多
数

の
ね

ず
み

、
は

え
、

蚊
、

の
み

等
が

発
生

し
、

地
域

住
民

の
日

常
生

活
に

支
障

を
及

ぼ
し

て
い

る
。

住
み

つ
い

た
動

物
が

周
辺

の
土

地
・
家

屋
に

侵
入

し
、

地
域

住
民

の
生

活
環

境
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
。

シ
ロ

ア
リ

が
大

量
に

発
生

し
、

近
隣

の
家

屋
に

飛
来

し
、

地
域

住
民

の
生

活
環

境
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
。

門
扉

が
施

錠
さ

れ
て

い
な

い
、

窓
ガ

ラ
ス

が
割

れ
て

い
る

等
不

特
定

の
者

が
容

易
に

侵
入

で
き

る
状

態
で

放
置

さ
れ

て
い

る
。

屋
根

の
雪

止
め

の
破

損
な

ど
不

適
切

な
管

理
に

よ
り

、
空

き
家

か
ら

の
落

雪
が

発
生

し
、

歩
行

者
等

の
通

行
を

妨
げ

て
い

る
。

周
辺

の
道

路
、

家
屋

の
敷

地
等

に
土

砂
等

が
大

量
に

流
出

し
て

い
る

。

(ニ
)

そ
の

他
周

辺
の

生
活

環
境

の
保

全
を

図
る

た
め

に
放

置
す

る
こ

と
が

不
適

切
で

あ
る

状
態

（
１

）

(ハ
)

適
切

な
管

理
が

行
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
に

よ
り

著
し

く
景

観
を

損
な

っ
て

い
る

状
態

（
１

）

特
定

空
家

等
の

４
分

野
以

下
に

掲
げ

る
状

態
（
将

来
そ

の
よ

う
な

状
態

に
な

る
こ

と
が

予
見

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
に

該
当

す
る

か
否

か
に

よ
り

判
断

す
る

。

(イ
)

そ
の

ま
ま

放
置

す
れ

ば
倒

壊
等

著
し

く
保

安
上

危
険

と
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
状

態

国
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（
「
特

定
空

家
等

に
対

す
る

措
置

」
に

関
す

る
適

切
な

実
施

を
図

る
た

め
に

必
要

な
指

針
）
よ

り
引

用

立
木

が
原

因
で

、
以

下
の

状
態

に
あ

る
。

（
２

）
空

家
等

に
住

み
つ

い
た

動
物

等
が

原
因

で
、

以
下

の
状

態
に

あ
る

。

（
３

）
建

築
物

等
の

不
適

切
な

管
理

等
が

原
因

で
、

以
下

の
状

態
に

あ
る

。

適
切

な
管

理
が

行
わ

れ
て

い
な

い
結

果
、

既
存

の
景

観
に

関
す

る
ル

ー
ル

に
著

し
く
適

合
し

な
い

状
態

と
な

っ
て

い
る

。

（
２

）
そ

の
他

、
以

下
の

よ
う

な
状

態
に

あ
り

、
周

囲
の

景
観

と
著

し
く
不

調
和

な
状

態
で

あ
る

。

(ロ
)

そ
の

ま
ま

放
置

す
れ

ば
著

し
く
衛

生
上

有
害

と
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
状

態

（
１

）
建

築
物

又
は

設
備

等
の

破
損

等
が

原
因

で
、

以
下

の
状

態
に

あ
る

。

（
２

）
ご

み
等

の
放

置
、

不
法

投
棄

が
原

因
で

、
以

下
の

状
態

に
あ

る
。
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作成日

判定者

１．「建築物が著しく保安上危険となるおそれがある」の判定表

点

点

点

0 点

２．「周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か」及び
　　「悪影響の程度と危険等の切迫性」の判定表

　　敷地周囲の状況から見た崩落、落下による影響が敷地外及び第３者に危害を及ぼす恐れ

□ 有り □ 無し

３．総合判定

　 ⇒

⇒

⇒

　 ⇒

保安上危険な建築物の判定表

部　　　位
部位別危険度

Ａランク Ｂランク Ｃランク 評点

基礎、土台、柱
又ははりの状況

100点

基礎、土台、柱又ははり
の腐朽、破損又は変形
が著しく崩壊の危惧があ
り、建築物の除却が必要
なもの
（1/20超の傾斜など）

外壁の状況

25点 50点

（看板、給湯設備等も

あわせて判断）

50点

柱、はりが傾斜している
もの、土台、柱又ははり
が腐朽し、又は破損して
いるもの等小修理を要す
るもの

基礎に不同沈下のある
もの、柱の傾斜が著し
いもの、はりが腐朽し、
又は破損しているもの、
土台又は柱の数ヶ所に
腐朽又は破損があるも
の等、大修理を要するも
の

12.5点 25点

外壁面の一部に剥落、
破損、飛散等があり、小
修理を要するもの

外壁面に著しい剥落、
ずれ、破損、飛散が生じ
ており、大修理を要する
もの

屋根の状況 12.5点 25点

危険度１ 合計した評点が0点を超え100点以下のもの。
12条で改善されない場合は、
14条1項（助言・指導）対象

（看板、屋上水槽、ア

ンテナ等もあわせて判

断）

屋根ぶき材料の一部に
剥落、ずれ、破損等が生
じており、小修理を要す
るもの

屋根ぶき材料に、著し
い剥落、ずれ、破損等
が生じており、大修理を
要するもの

屋根が柱、はりの状況に
よって、著しく変形、若し
くは屋根ぶき材料に、全
面的に剥落、ずれ、破損
等が生じており、落下の
危惧があり、建築物の除
却が必要なもの

建築物の危険度（部位別の危険度「評点」の合計）

　注）評点は、「建築物全体の除却」を１００とした場合の危険を解消するための対策（修理等）の
　　　 規模の大きさを点数化したもの

無しの場合の理由

危険度０ 合計した評点が0点。(特定空家等に該当せず) 12条（情報提供・助言等）対象

危険度２
合計した評点が100点を超えるもののうち、
第３者に危害を及ぼすおそれがないもの。

12条で改善されない場合は、
14条1項（助言・指導）対象

危険度３
合計した評点が100点を超えるもののうち、
第３者に危害を及ぼすおそれがあるもの。

12条、14条１項で改善されない場
合は、14条第２項（勧告）対象

コメント（構造躯体の危険箇所やその他落下の危険性、周辺への影響やその度合い等）

図 16 保安上危険な建築物の判定表 
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第９ 空家等に関する対策の実施体制等について 

・「第３ 空家等対策の基本的な方針と目標」において示した、「区役所を拠点とし

た、地域や専門家団体等との多様な連携」を踏まえ、区役所と関係局での適切な

役割分担のもとで、空家等対策に取り組むための実施体制を整えます。（図 17「実

施体制関係図」参照） 

 

１．空家等対策の実施体制 

（１）本市の役割分担 

・より地域・住民に近い区役所を空家等対策の拠点とし、各区役所に相談窓口を

設置して、特定空家等への対策をはじめ、空家等の適正管理や活用の促進につ

いて、関係局と連携し、区長マネジメントの下で空家等対策を推進します。 

（２）空家等対策検討会の役割 

・空家等対策は課題が多岐に渡っており、区と関係部局による緊密な連携が重要

であるため、区長会議まちづくり・にぎわい部会の小委員会として６区長によ

る空家等対策検討会と複数の区室・局からなる空家等対策検討会幹事会を組織

し、本計画に基づく空家等対策の推進に向けて検討を進めます。 

・各区が行っている事例について、本検討会及び本幹事会において把握・分析と

他区への情報共有を図り、取組の展開を促進します。 

（３）空家等対策協議会の役割 

・市長、副市長、地域住民、市会議員、有識者、法律・建築・不動産・まちづく

りの専門家団体・NPO 等の代表者からなる大阪市空家等対策協議会において、

空家法第６条に基づく本計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行い、

空家等対策を総合的・計画的に推進します。 

本市協議会委員が属する専門家団体・NPO等 取組内容 

大阪弁護士会 相続や法律全般に関すること 

大阪司法書士会 相続、権利関係、登記に関すること 

大阪府行政書士会 相続調査や書類作成に関すること 

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 不動産の取引・活用に関すること 

一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会 不動産の管理や活用に関すること 

公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部 不動産の取引・活用に関すること 

大阪土地家屋調査士会 境界調査・確定、登記に関すること 

公益社団法人大阪府建築士会 建物に関すること 

一般社団法人大阪府建築士事務所協会 建物に関すること 

NPO法人 住宅長期保証支援センター 住まいの維持管理に関すること 
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（４）専門部会の役割 

  ・大阪市空家等対策協議会に専門部会を設置し、特定空家等としての判断が困難

な場合や空家法第 14 条第２項に基づく勧告を行う場合には、全市的な判断の

妥当性や統一性を当専門部会に諮ります。 

（５）専門家団体や NPO等との連携 

・空家等の適正管理に係る普及啓発や相談対応、空家等の活用や流通の促進など

空家等対策の推進にあたっては、専門家団体や NPO等とも適切に連携して官民

協働で取り組みます。 

 

２．空家等対策に係る広報 

・空家等対策の重要性についての市民の認識を高め、対策の促進を図るため、市

民向け広報を引き続き行います。 

・具体的には、適正管理の重要性、利活用促進の意義、空家等を活用したまちづ

くりの重要性、特定空家等に対する是正措置の状況などを各区の広報紙、ホー

ムページをはじめ、市が有する様々な広報ツールを活用し、幅広く市民に周知

します。 

 

３．その他空家等対策の実施に関する事項 

・平成 28年４月に区役所に相談窓口を設置し、特定空家等への対策をはじめとし

た取組を開始しました。 

・空家法の空家等の対象に関する法整備や隣地取得の際の不動産取得税の減免な

ど、法制度や税制度等については、空家法施行後の現在の制度の状況等を踏ま

えながら、必要に応じて制度改正の要望を国に行います。 

・各区の取組状況などの進捗管理については、「区長会議まちづくり・にぎわい部

会」で行います。 
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図

17
 
実
施
体
制
関
係
図
 

大
阪
市

住
民

区
役
所

関
係
局

○
適
正
管
理
等
に
係
る
普
及
啓
発
・
情
報
発
信

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
や
出
前
講
座

・
専
門
家
団
体
等
と
連
携
し
た
セ
ミ
ナ
ー
、
相
談
会
の
実
施

・
空
家
等
の
活
用
や
ま
ち
づ
く
り
に
係
る
情
報
発
信

・
地
域
等
に
よ
る
空
家
管
理

・
ま
ち
歩
き
等
に
よ
る
防
災
・
防
犯
面
か
ら
の
地
域
課
題
の
共
有
化

・
地
域
住
民
の
共
助
に
よ
る
特
定
空
家
等
へ
の
対
策
（
落
書
き
の
除
去
な
ど
）

な
ど

専
門
家

団
体
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

(大
阪
の

住
ま
い

活
性
化

フ
ォ
ー

ラ
ム

な
ど
)

啓
発

支
援
・
連
携

専
門
家
団
体
等
を
案
内

連
携

地
域
団
体

等

地
域
連
携

地
域
と
し
て

の
取
組

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
等
の
策
定

な
ど

大 阪 市 空 家 等 対 策 協 議 会

代 表 ７ 区 、 関 係 1
5

室 ・ 局 で 構 成

・
地
域
や
事
業
者
等
と
の
連
携
に
よ
る
空
家
等
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

・
福
祉
や
子
育
て
、
地
域
活
性
化
等
の
視
点
を
踏
ま
え
た
地
域
の
場
づ
く
り
の
促
進
・
支
援

な
ど

○
活
用
の
促
進

○
地
域
の
実
態
に
応
じ
た
各
区
の
取
組

○
特
定
空
家
等
対
策

相 談 者

・ 通 報 者

保
安
上
危
険

空
家
法
に
よ
る
現
地
調
査
・
所
有
者
調
査

・
助
言
・
指
導
・
勧
告
【
各
区
役
所
】

勧
告
に
よ
り
固
定
資
産
税
等
の

住
宅
用
地
特
例
の
解
除
【
財
政
局
】

空
家
法
に
よ
る

命
令
・
行
政
代
執
行

【
都
市
計
画
局
】

（
建
築
指
導
）

衛
生
上
有
害

景
観
阻
害

生
活
環
境
上
不
適
切

各
区
役
所
が
事
案
の
解
決
に
必
要
な
関
係
局
（
健
康
局
・
都
市
計
画
局
（
景
観
担
当
）
・
環
境

局
・
消
防
局
・
建
設
局
等
）
と
対
策
チ
ー
ム
を
組
織
し
、
実
態
に
応
じ
役
割
を
分
担
し
て
、
空
家

法
に
基
づ
く
処
理
を
行
う
。

相
談
・
通
報

相 談 窓 口 （ 空 家 担 当 ）

特
定
空
家
等

の
情
報
提
供

専 門 部 会

所
有
者
等
不
明
物
件
へ
の
対
応
（
財
産
管
理
制
度
の
活
用
の
検
討
な
ど
）

勧
告
措
置
の

妥
当
性
の
確
認
等

空 家 等 対 策 検 討 会 幹 事 会

連
携

各 局 の 事 業 等 の 案 内

実
施
体
制
関
係
図

空 家 等 対 策 計 画 の 作 成 等 の 協 議

*
 区

役
所
と
の
共
管

○
空
家
や
跡
地
等
の
活
用
に
繋
が
る
補
助
制
度
等

・
子
育
て
世
帯
等
向
け
民
間
賃
貸
住
宅
改
修
促
進
事
業
【
都
市
整
備
局
】

・
防
災
空
地
活
用
型
除
却
費
補
助
【
都
市
整
備
局
】

・
狭
あ
い
道
路
沿
道
老
朽
住
宅
除
却
促
進
制
度
【
都
市
整
備
局
】

・
耐
震
診
断
・
改
修
補
助
事
業
【
都
市
整
備
局
】

・
民
間
老
朽
住
宅
建
替
支
援
事
業
【
都
市
整
備
局
】

・
ま
ち
か
ど
広
場
整
備
事
業
【
都
市
整
備
局
】

・
隣
地
取
得
型
戸
建
住
宅
建
替
【
都
市
整
備
局
】

・
空
家
利
活
用
改
修
補
助
事
業
【
都
市
整
備
局
】

・
あ
き
な
い
伝
道
師
に
よ
る
商
店
街
強
化
等
事
業
【
経
済
戦
略
局
】

・
ま
ち
づ
く
り
活
動
支
援
事
業
【
都
市
計
画
局
】

＜
参
考
＞
・
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
事
業

【
市
社
会
会
福
祉
協
議
会

/大
阪
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
】

○
特
定
空
家
等
対
策

・
危
害
の
排
除
【
消
防
局
】

・
空
家
法
で
は
対
象
と
な
ら
な
い
長
屋
へ
の
対
応
【
都
市
計
画
局
】

・
管
理
道
路
上
の
瓦
礫
等
の
撤
去
、
注
意
喚
起
【
建
設
局
】

・
所
有
者
等
不
明
物
件
へ
の
対
応
（
財
産
管
理
人
制
度
の
活
用
の
検
討
な
ど
）
【
都
市
計
画
局
な
ど
】

○
空
家
等
の
適
切
な
管
理
や
活
用
に
つ
な
が
る
相
談
・
普
及
啓
発

*

・
住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
空
家
等
所
有
者
へ
の
相
談
対
応
【
都
市
整
備
局
】

・
セ
ミ
ナ
ー
等
に
よ
る
普
及
啓
発
【
都
市
整
備
局
・
都
市
計
画
局
な
ど
】

・
空
家
等
の
利
活
用
事
例
や
ま
ち
づ
く
り
に
係
る
情
報
発
信
【
都
市
整
備
局
な
ど
】

○
そ
の
他

・
中
古
住
宅
の
流
通
促
進
に
向
け
た
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
普
及
促
進

【
都
市
整
備
局
】

・
福
祉
や
子
育
て
、
地
域
活
性
化
等
の
視
点
を
踏
ま
え
た
地
域
の
場
づ
く
り
の
促
進
、

支
援

*
【
福
祉
局
、
市
民
局
、
こ
ど
も
青
少
年
局
】

な
ど

※
必
要
に
応
じ
て
専
門
家
団
体
等
と
連
携

*

区 長 会 議 ま ち づ く り ・ に ぎ わ い 部 会

空 家 等 対 策 検 討 会 （ ６ 区 長 会 ）

マ ネ ジ メ ン ト
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おわりに 

・空家法に基づき設置した大阪市空家等対策協議会における協議を踏まえ、平成 28

年 11月に大阪市空家等対策計画を策定しました。 

・その後、区役所が空家等対策の拠点となり、地域や専門家団体等と連携して、本

計画に基づく様々な空家等対策の取組を進めてきました。 

・計画期間（平成 28年度から令和２年度）の中間年度である平成 30年度に、本市

における空家等対策のさらなる推進に向け、計画に基づく取組の進捗状況とその

分析を踏まえ、計画の改訂を行いました。 

・計画期間の終了に伴い、令和３年度から令和７年度を計画期間とする大阪市空家

等対策計画（第２期）を新たに策定しました。 

・今後、空家法の改正や本市情勢の変化に対応するため、必要に応じ、計画の見直

し等に向けた検討を行います。 


